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第１編第２２章 

第２２章 法の規定に適合していることの証明書の交付 

（省令第８８条） 

 

（法第１２条第１項、第１６条第１項、第３０条第１項又は第３５条第１項の規定に適

合していることを証する書面の交付） 

省令第８８条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第８８条

第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受け

ようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和３年法律第３４

号）第３条第１項の認定（同法第４条第１項の変更の設定を含む。）を受けようとする

者は、その計画が法第１２条第１項、第１６条第１項、第３０条第１項又は第３５条

第１項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることが

できる。 

（宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る証明書の交付申請） 

細則第９条  省令８８条の規定により、法第１２条第１項、第１６条第１項、第３０条

第１項又は第３５条第１項の規定に適合していることを証する書面の交付の請求をし

ようとする者は、様式第７号の宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る証明交付

申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、位置図その他の知事が必要と認める書類を添付しなければなら

ない。 

 

〈細則第９条第２項の「知事が別に定めるもの」〉 

第６ 細則第９条第２項に基づき知事が別に定めるもの 

細則第９条第２項に定める位置図その他の知事が必要と認める書類は、位置図、配置

図、平面図、土地の造成計画が確認できる立体図、土地の全面積が確認できる敷地求積

図、盛土又は切土をする土地の面積が確認できる敷地求積図、建築計画概要書、建築確

認申請書の写しとする。 

ただし、政令第５条第１号から第４号まで、又は省令第８条第１号から第８号までに

該当する計画については、その計画が各号に定める工事に該当することを証する書類と

する。 

 

〈解説〉 

１ 法に適合していることの証明の概要 

建築基準法では、建築確認に際して盛土規制法等に適合すること

を確認することが規定されています。このため、建築基準法施行規

則では、建築確認の申請に当たっては、原則として、その計画が、

先の盛土規制法の規定に適合していることを証する書面（以下「適

合証明書」という。）を添付することとしています。 
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これを受け、省令第８８条は、建築確認を受けようとする者は、

盛土規制法許可権者に対し、適合証明書の交付を求めることができ

るとしています。 

 

２ 適合証明において証明する内容等 

省令第８８条の適合証明書は、「法第１２条第１項、第１６条第１

項、第３０条第１項又は第３５条第１項の規定に適合していること」

を証明するものですが、具体的には、盛土規制法に基づく許可が行

われたこと又は政令や省令で許可不要となる工事であることを証明

するものです。 

なお、適合証明書は安全性を証明すべき性質のものではありませ

ん。 

 

３ 適合証明の手続 

  証明交付申請書（細則様式第７号）に以下の書類を添付して提出

する必要があります。 

 ①位置図、配置図、平面図、立体図、敷地求積図 

 ②建築計画概要書 

③建築確認申請書の写し 

④表１-２２-１に示す添付書類 
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表 1-22-1 適合証明書の交付申請に要する添付書類 

添付書類

第1号

第2号

第3号

第4号

添付書類

第1号

第2号

第3号

第4号

第5号

第6号

第7号

第9号

・位置図
・地形図
・土地の平面図
・土地の断面図
・土地の区域の求積図
・現況写真

イ 高さ2m超の土石の堆積であって土石の堆積を行う土地の面積が300m2を超えな
いもの

ロ 土石の堆積を行う土地の面積が500m2超であって土石の堆積を行う土地の地盤
面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が30cmを超えないもの

ハ
工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって当該工事に使用する土石又
は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの

・主な本体工事の施工範囲・
工事期間が読み取れる工事施
工計画書その他の書類
・位置図
・地形図
・現況写真

(1)政令第5条関係（災害の発生のおそれがないと認められる工事等）

第10号

関係条項

関係条項

宅地造成又は特定盛土等に関する工事のうち、高さが2m以下であって盛土又は切土
をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超えない盛土又は切土をするもの

森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
放出された放射線物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法
律第100号）

土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）

火薬取締法（昭和25年法律第149号）

土地改良法（昭和24年法律第195号）

(2)省令第8条関係（災害の発生のおそれがないと認められる工事）

・位置図
・地形図
・土地の平面図
・土地の断面図
・現況写真

各号に定める工事に該当する
ことを証する書類

各号に定める工事に該当する
ことを証する書類

砂利採取法（昭和43年法律第74号）

採石法（昭和25年法律第291号）

鉱業法（昭和25年法律第289号）

鉱山保安法（昭和24年法律第70号）

 

 

 


